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第５回 第 2次隠岐の島町総合振興計画審議会 議事録 

 

1 日時 令和元年１２月１９日（木）13時 30 分～15 時 45分 

 

2 場所 隠岐の島町役場 2階第一会議室・第二会議室 

 

3 出席者 

（1） 委 員：16名中、出席者 14 

（2）  (欠席は、新宮雄太委員、藤野裕美委員) 

藤田千鶴会長、齋藤正幸委員、石川昭美委員、村上淳一委員、八島勝之委員、湊 剛

委員、横地廉平委員、原田 剛委員、金田隆徳委員、崎 美樹委員、松浦誠二委員、

山下豊範委員、齋藤智美委員、助永恵里委員 

（2）事務局 

（地域振興課）佐々木課長、黒川係長、泉企画幹 

 

4 次第 

●会長あいさつ 

  藤田会長挨拶 

●報告事項 

・骨子について説明 

   黒川係長より説明 

    説明後質疑 

●意見交換 

骨子の内容について 

・まちづくり部会・・・第１会議室 

・環境整備部会・・・・第１会議室 

・産業振興部会・・・・第２会議室 

 ●全体共有 

   部会別の検討結果の情報共有 

 

●その他 

  ・今後の会議予定について 

<配布資料> 

・レジメ 

・諮問書（写） 

・審議会でのご意見 

・分野別部会検討資料 

・第２次総合振興計画骨子（案）「事前配布資料」 

・第２回第２次総合振興計画審議会 議事録 

・第３回審議会・策定員会合同会議 会議結果報告 
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第５回 第２次隠岐の島町総合振興計画審議会 

発言者 議   事 

 

黒川係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田会長 

 

 

 

 

 

黒川係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13 時 30分、開会） 

 開会  

ご案内をいたしておりました時刻になりましたので、ただ今か

ら第 5 回の第 2 次隠岐の島町総合振興計画審議会を開催したいと

思います。まず、本日の出欠の確認でございますが、本日、藤野

委員から欠席の連絡をいただいております。まだ 2 名の方が来ら

れていませんが、時間となりましたので、会議をはじめたいと思

います。それでは、まずはじめに藤田会長よりごあいさつ申し上

げます。 

  

＜藤田会長挨拶＞ 

年末のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうござい

ます。今月 16 日に隠岐の島町長より改めて、審議会に対し諮問を

頂きました。本日は、骨子案について、皆様から様々なご意見を

頂き、審議しますのでご協力お願いいたします。それでは、事務

局より骨子案について説明をお願いいたします。 

●報告事項  

＜骨子案について黒川係長より説明＞ 

レジメ 2 番目の報告事項についてですが、まず初めに本日の会

議のスケジュールについてご説明いたします。まず報告事項につ

いて 14 時ごろまで説明した後、レジメの 3 ページ目にお示しして

おります名簿の 3 部会に分かれて、意見交換を 1 時間程予定して

おります。その後、一同に集まりまして各部会でのご意見を全体

で共有する場を設けたいと思います。このような内容で会議を進

めていきたいと思います。 

それでは、報告事項の骨子案についてご説明申し上げます。 

事前にメールおよび郵送で「隠岐の島町総合振興計画骨子案」

について、お配りしています。すでに目を通して頂いているとは

思いますが、主なところについて、ご説明いたしますので宜しく

お願い致します。 

1 ページからは「総論」となっておりまして、計画策定の趣旨、

位置付けについて示しております。2 ページについては、構成、期

間について示しておりまして、計画期間は、令和 2 年度から令和

11 年度までの 10 か年を計画期間として基本構想、基本計画とで構

成されています。 

基本構想については、本町が目指すべきまちの将来像や基本理

念、その実現に向けた基本目標を示すものです。計画対象期間は

10年間とします。 

基本計画については、基本構想の実現に向け、必要となる基本

的な施策を体系的に整理し、取り組む内容を明らかにするもので

す。 
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計画対象期間は 5 年間（前期）とし、社会情勢等の変化に対応

し、令和 6年度に計画の見直し（後期基本計画）を行います。 

4 番目の計画の進行管理についてですが、以前にもご説明致しま

したが、事業効果を計る目安として客観的な重要業績評価指標

（KPI）を設定し、企画・実施・評価・改善の PDCA サイクルを通

じた評価を毎年度実施致します。 

また、基本計画に基づく施策を計画的・効率的に推進していく

ために、本計画とは別に、5 年間を計画期間とする、具体的な事業

とその年次計画を定めた「総合振興計画事業実施計画」を策定

し、取り組みを進めたいと思います。「総合振興計画事業実施計

画」は、社会情勢の変化等に迅速に対応するため、ローリング方

式による見直しを毎年行う予定です。 

進行管理については、町長を本部長とします、総合振興計画策

定推進本部会を中心として、まず内部評価を実施し、その後の評

価検証については、今お集まりの皆さんで、内部評価の結果等を

踏まえながら、KPI についてどこまで達成しているかなどをお示し

しながら、評価検証を行っていきたいと思います。 

そこで出された評価結果については、議会への報告や町のホー

ムページを通じて、町民の皆様方に報告し、ご意見等を頂くよう

な流れで考えています。 

お配りした資料の最後のページに重点プロジェクトという内容

の資料がありましたが、重点プロジェクトについては、一つ一つ

の事業ではなく、いろいろな分野の事業が横連携して、取り組ん

でいくべき事項について、重点プロジェクトとして設けておりま

す。方法につきましては、役場内の関係課で推進チームを立ち上

げて、プロジェクトごとの進行管理を行っていきます。 

次に 3 ページからは、今現在、町を取り巻く社会情勢について

掲載しております。人口減少社会の到来からはじまり、安全安心

意識の高まり、田園回帰、グローバル化の進展、AI・IoT など情報

革命の進展など説明しているものです。 

続きまして 6 ページからは、基本構想について説明しているも

のです。第 2 部基本構想の１番についてですが、隠岐の島町が目

指すまちの将来像です。 

「つながらぁや つながぁや 一万年の隠岐の島」 

キャッチフレーズ的にまちの将来像として掲げているところで

す。 

「つながらぁや」については、町のいろんな業態、業種、役

場、民間などありますが、それぞれが横連携をして、前に進んで

いけるような町を目指していこうという、横につながっていくと

いう思いを示しているところです。 

「つながぁや」については、それらを将来に向かってしっかり

とつないでいくことを、町民の皆様に呼びかけていくことを意味

しているところであります。 
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横につないでいったものを、未来へつないでいくといった、挑

戦的なところをこのように表現したものです。 

「一万年の隠岐の島」については、隠岐の島（島後）が、今の

ような形になったのが、およそ一万年前ということであります。 

一万年前から、このような形になって、人々の営まれてきた隠

岐の島、これから先つながって、さらに今まで一万年受け継いだ

ものを、未来に向けてつなげていこうというものを示したもので

あります。 

続きまして 7 ページをご覧ください。こちらは、人口ビジョン

について示しております。以前も説明しておりましたが、今回の

第２次総合振興計画は、こちらは国が示した「総合戦略」も兼ね

備えた計画として進めているところです。 

そのまちの将来に向けた人口ビジョン、どういった人口を目標

にしていくのか定める必要があり、人口ビジョンを設定している

ところです。 

8ページの下のグラフをご覧ください。 

 青、緑、オレンジの棒グラフがあります。 

その中のオレンジの棒グラフ線ですが、「国立社会保障・人口

問題研究所【社人研】」という国の機関が平成 18 年に示しまし

た、このまま何もしなければ隠岐の島町の人口が、令和 42 年には

このようになることを推計しているものでございます。 

青い棒グラフ線でございますが、平成 27 年度に策定しました総

合戦略での「人口ビジョン」でありまして、戦略で策定をした取

り組みを進めたらこうなるであろうと、人口の維持を目指してい

こうというグラフ線であります。 

緑の棒グラフ線でございますが、今回の人口ビジョンを示した

ものであります。平成 27 年に示した人口ビジョンよりやや上方修

正しております。 

この上方修正になった理由としては、第 1 期の総合戦略の取組

みの成果を踏まえ、前回の結果に満足することなく、さらに人口

減少巾を抑制していくものであります。 

この緑の棒グラフ線を実現するための施策として、平成 30 年の

実績値 2.28 の「合計特殊出生率」を目標に掲げ進めていきたいと

考えております。 

2 番目に社会増に向けた定住増加の確保に向けた取組みでござい

ます。令和１１年度末において、本町のＵ・Ｉターン者数に加え

て、①～④の者の定住増加を確保することによって、社会増の仕

組みを実現することを目標として定めているところでございま

す。 

10 年間において①～④のＵ・Ｉターン者の方が来て頂けるよう

な「住まい」「仕事」を含めた仕組みづくりをしていこうという

目標を定めているものでございます。 

結果として、令和 41 年度には、1 万人以上の人口を維持してい

くことを目指しているところでございます。 



 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田会長 

 

 

横地委員 

 

黒川係長 

 

 

 

 

続きまして 9ページでございます。 

まちづくりの基本理念と基本目標でございます。まず基本理念

として、3つ大きく掲げています。 

１.島を愛する  

２.力を合わせる 

３.未来へつなぐ 

こちらの基本理念は、先ほどご説明しました将来像につながるそ

れぞれの理念です。 

 続いて 10ページになります。 

 基本目標（まちづくりの方向性）ですが、10 ページの①から 12

ページの⑥まで 6 項目の まちづくりの方向性ということで基本目

標について策定をしているところでございます。 

 13 ページ目から 14 ページまで見開きで体系図のように示してい

るところでございます。 

 13 ページの将来像からはじまり、基本理念、先ほど申しました

6つの基本目標があります。 

14 ページは、それぞれの基本目標を達成するための基本計画が

あり、概ね基本目標ごとに 4～5の基本計画を示しています。 

その右に縦書きで、①～④の項目ですが、こちらが先ほど申し

ました横展開をして進めていくべき事項をまとめました４つの

「重点プロジェクト」でございます。 

 15 ページからは、基本計画の分野別の計画をそれぞれ記載して

いるところです。 

 こちらについては、先ほど説明しましたそれぞれの部会に分か

れていただいて、ご意見を頂きたいと思います。 

 先ほどご説明しました「骨子案」につきましては、配布資料の

「審議会でのご意見」をご覧ください。 

 こちらが第 2 回の審議会及び第 3 回の策定委員会との合同会の

中で各委員の皆様からのご意見でございますが、今回の計画の骨

子案のどの部分に反映されて盛り込まれているのか簡単にまとめ

た資料です。 

 

骨子案の説明については以上です。 

 

それでは、それぞれ 3 部会に分かれて頂き、詳しく基本施策につ

いて重点的にお話していただきたいと思います。 

 

先ほど説明のあった説明の内容も審議の内容に含めていいのです

か。 

共通部分もありますので、その部会の中でご意見を伺いたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 

 

＜15 時 30分まで各部会に分かれて意見交換＞ 
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まちづくり部会：第１会議室 

産業振興部会 ：第２会議室 

環境整備部会 ：第１会議室 

＜全体共有＞ 

各部会で出された意見の発表を行い、意識共有を行いたい。 

○まちづくり部会（黒川係長） 

共通部分としては、4 ページのグローバル化の進展について、イ

ンバウンド客を増やすこともあるが、現実、社会情勢として外国

人の就労に来られている方が多い中でそのような対応をしていく

ために、整備することは必要なことだというご意見を頂きまし

た。 

17 ページの 1-2安心して暮らせる町において、 

基本施策①「安心を支える医療体制を確保します」の、【取り組

みの方向性】において、従事者の確保はもちろんでありますが、 

入院からすぐに施設といった考え方（住民の意識）も変えていか

ないといけないのではないかというご意見を頂きました。 

また、その中の「・本土の高次医療機関との連携強化を進め、

本土搬送時の町民の負担軽減を図るとともに、隠岐病院の機能の

充実を推進します。」についても、搬送時ではなくて、島外で受

診せざるを得ない方（Ｅｘ：隠岐病院にかかったときに、紹介状

を書いていただき、島外で受診せざるを得ない）そういった時の

支援体制の充実も重要ではないかというご意見をいただきまし

た。 

15 ページの 1-1 ひとが輝くまちの基本施策②「将来を担う子ど

も達が育つ魅力ある教育環境づくりを進めます」の【取り組みの

方向性】の「・子ども達が郷土を誇りに想う「ふるさと教育」を

継続します。」に加えて、社会を取り巻く情勢の中で、グローバ

ル化という言葉が出ており、ふるさとを学ぶ教育も大切ですが、

このグローバル化に対応できる子ども達を育む力も大切ではない

のかというご意見を頂きました。 

同じく 15 ページの基本施策①「子育てしやすい環境を整えま

す」の説明において、「町民すべてが安心して子どもを産み、」

の冒頭部分でありますが、表現の仕方がおかしいので、冒頭部分

の「町民すべてが」を削除すればよいのではというご意見をいた

だきました。 

16 ページの基本施策③「互いに認め合い、誰もが生きがいをも

って活躍できるまちをつくります」についてです。前回の審議会

で意見を頂いた「単身世帯の高齢者の権利をどうやって守ってい

くのかが課題」については、②－3「互いに支え合う福祉環境の充

実を図ります」の項目ではありますが、「障がい者、高齢者の方

の権利を保障する体制（成年後見制度など）」も②－3 の【取り組

みの方向性】に追記して頂きたいとうご意見を頂きました。 

25 ページの基本施策②「時代にあった行政サービスを提供しま

す」についてですが、行政の職員について書かれたところであり
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泉企画幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

ますが、役場職員は 2～3 年で異動になるため、その部門でのプロ

フェッショナルを育てる体制も必要なので、文面に追記できない

かというご意見をいただきました。 

○産業振興部会（佐々木課長） 

2 ページの「（4）計画の進行管理」についてですが、文面にお

いて、組織の関係がわかりづらいので、本編を編集する中で、皆

さんがイメージしやすいように、相関図等を添付したらどうかと

のご意見を頂きました。 

6 ページのポイントとなる「まちの将来像」は、これからの取組

みを意味するものではないかというご意見をいただきました。 

10 年後のまちの姿ではなくて、これから取り組んでいく基本姿

勢として捉えられるのではないかという、ご意見を頂きましたの

で、まちの将来像としてのしっかりとした補足文章を追加すべき

という話しになりました。 

8 ページの「実現のための施策」の中の①～④で、定住増加につ

いて表記しておりますが、今の内容ではしっかり意味が理解でき

ないというご意見を多数頂きましたので、誰が見ても理解できる

ような文言に修正してはどうかという話し合いになりました。 

9 ページの「基本理念」のところで、「2.力を合わせる」「3.未

来へつなぐ」は、「つなぐ」「つながり」などのコメントが表記

されているが、「1．島を愛する」のコメントだけ「つなぐ」「つ

ながり」が表記されていないので、コメントに入れてはどうかと

いうご意見を頂きました。 

8 ページのグラフについてですが、このまま何もしなかった場

合、40 年後には人口が 6,528 人になるとグラフで表しています

が、実際、人口が減ったらどういった町になるのかイメージでき

るような文言を表記すればよいのではというご意見を頂きまし

た。 

45 ページの 1-4.「活力を生み出すまち」のところですが、島内

の経済循環を高めることは非常に大切なことだと多数のご意見を

頂きました。 

また、各論を話す中で、現状の課題やＫＰＩが示されないと、

今後具体的な意見交換ができないというご意見を頂きました。 

 それについては、現状の課題やＫＰＩを整理した本編をなるべ

く早い時期にお配りしたいと思います。 

○環境整備部会（泉企画幹） 

18 ページの基本施策④「日常生活の安全を確保します」 

【取り組みの方向性】の「・交通事故を減らすため、町民への啓

発や交通安全施設整備等の推進を図ります。」の中で、「交通事

故を減らすため、」のあとに「各種関係機関と連携して」を追記

すればいいのではというご意見を頂きました。 

19 ページの基本施策①「快適な住環境を整えます」 

【取り組みの方向性】の「・各地域の特性に応じた計画的な土地

利用を推進します。」については、住環境の分野であり、計画的
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な土地利用については、山、農地など様々な利用となるため、こ

こに属さないのではというご意見を頂きました。 

つづいて、「・空き家の有効活用や危険家屋への対応を推進し

ます。」 についてですが、やはり空き家対策が大きな問題となっ

ているので、「対応を推進します」の文言では弱いので、もう少

し強調したコメントにしてはどうかというご意見を頂いておりま

す。 

また、町独自の空き家に関する条例も制定すればいいのではと

いうご意見も頂いております。 

24 ページの基本施策①「資源が循環する島をつくります」 

【取り組みの方向性】「・ごみの減量化・資源化に引き続き取り

組むとともに、適正に処理するための施設整備を推進します。」

について、施設整備するのもいいのですが、ポイ捨てや不法投棄

もあるので、そういったコメントも追記すればいいのではという

ご意見を頂いております。 

基本施策②「島の美しい自然環境を保全します。」についての

ご意見は、自然環境を良くするための取り組みは、すごく大切な

ことだというご意見を頂きました。また、隠岐は、国立公園の指

定も受けておりますので、法的な縛りがあるので、町からもっと

景観を良くする為に、国へ要望をすればいいのではというご意見

を頂いております。 

 竹島の表記のように、「充実を図るよう努めます」のコメント

にすればいいのではというご意見を頂きました。 

3 ページの「（2）安全・安心意識の高まり」について、原発問

題についてのコメントを是非入れていただきたいというご意見が

ありました。隠岐の島町は、鹿島原発からは 30 キロ以上離れてい

る為、直接該当はしないですが、物流の要であります七類港や境

港は 30 キロ圏内にあるので、もし原発事故が発生した場合は、物

流や人の流れが完全に停止してしまうため、そのような備えにつ

いてのコメントを表記してはどうかという内容でありました。 

12 ページの「⑥ 共に創るまち」の中で、普段、行政職員に対し

てのコメントとして、官民一体で計画を進めていくといったよう

な文言が計画などで表記されますが、「役場職員一人ひとりの意

識改革や能力向上を図り」の表記の方法が大変良かったとのご意

見を頂いております。 

 

続いて、レジメ 5 番目の今後の予定に移ります。次回、第 6 回

目の審議会については、1 月中での開催を考えております。各委員

の皆さんの予定を調整した結果、1 月 20 日（木）13：30 から開催

する事となりましたのでよろしくお願いいたします。 

 

大変皆さんお忙しい中でございますが、今日の審議会を含めて

答申までに最低でも 3 回は審議会を開催したいと考えておりま

す。出来れば事務局としては、1 月中に 2 回の審議会の開催を考え
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藤田会長 

ておりましたが、皆さんのご都合を聞いたところ、20 日というこ

とですので、大変忙しい中ではございますが、1 月の最後に開催し

ていただきたいと事務局としては考えております。よろしくお願

いします。 

 

皆さん長時間にわたり、審議していただきありがとうございま

す。 

今回の審議内容は、骨子案だけでありましたが、今後は計画案

について、皆さんのご意見を頂きながら進めていきたいと思いま

す。 

1 月の忙しい時期の開催になりますが、計画（案）に対して審議

会としての意見をまとめていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いします。今日はありがとうございました。 

 

 

 


